
 

 

 

 

 

 

 

 

調布市自転車等対策実施計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年３月 

調  布  市 



 

は じ め に 

 

 

 自転車は，私たちの日常生活の中で最も身近な乗り物のひとつで，通勤，通学や買い物，レク

リエーションなど多目的に利用されており，近年では，その利便性だけではなく，環境にやさし

い乗り物として注目されています。調布市においても，駅周辺等が平坦で高低差の少ない地形で

あることから，比較的自転車が利用しやすい環境にあり，利用者が年々増えている状況です。 

 しかし，このような自転車の需要の増加に対して，駐車スペースの確保など環境の整備が追い

つかず，またルールやマナーが確立されていないことから，駅前広場や商店前の道路上などへの

違法駐車が顕在化しています。放置された自転車は，都市の景観を悪化させるだけでなく，歩行

者等の通行や緊急車両等の進入の妨げになるといった問題を生んでおります。このため，調布市

では，京王線の連続立体交差事業後のまちづくりを視野に入れ，調布市が今後取り組むべき総合

的な自転車等対策の基本方針として，平成１８年３月に「調布市自転車等対策総合計画」を策定

しました。 

 さらに，今年度は，「調布市自転車等対策総合計画」で示された，各対策の具体化，実現化に向

けて重点的に取り組む対策を絞り込み，事業化を図るため，26 の計画からなる「調布市自転車

等対策実施計画」を策定しました。これらの計画では，早急な対応を要する短期計画をはじめ，

中期，長期の事業化スケジュールを定めており，計画の実現に向けて速やかに関係者と協議・調

整を行うこと，行政も含めた受益者全員がそれぞれの役割を積極的に果たしていくことなど，自

転車に関する課題解決に向け協働して進めていくことを基本的な考え方としています。 

 このように，今後は「調布市自転車等対策実施計画」に基づき，放置自転車対策・路上駐車対

策等を推進し，「安心・安全な交通環境・人が集まる楽しいまち」の実現を目指してまいります。 

引き続き，皆様の一層の御理解と御協力をお願いいたします。 

 最後になりますが，この計画を策定するにあたりまして，さまざまな観点から御審議をいただ

きました調布市自転車等駐車対策協議会委員をはじめ，説明会及びパブリック・コメントにおい

て，貴重な御意見・御提案をいただきました市民の皆様に，心から御礼申しあげます。 

 

 

平成 20 年３月 

 

調布市長  長 友 貴 樹 
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Ⅰ 計画の概要 

１ 調布市における自転車利用をとりまく現状 

 

 （１）減少しない放置自転車 

現在，市内には民営も含めて 45 箇所・計 24,８００台収容の自転車等駐車施設がありま

す。 

しかし，平成 17 年の「路上駐車台数調査」及び「自転車等駐車場利用台数調査」による

と，市内の放置自転車台数はピーク時に約 3,900 台となっています。 

その一方で，市内の自転車等駐車施設はピーク時にはほぼ満車となっており，現状のまま

では放置自転車を減少させることが困難と言えます。 

 

 （２）放置自転車による市民生活への影響 

放置自転車は，歩行者等の通行の妨げとなるばかりでなく，緊急車両等のスムーズな走行

を阻害します。マナーを無視した違法駐車は多くの市民の迷惑となっています。 

 

 

 

２ 調布市の取組み 

 

 （１）自転車等対策総合計画の策定 

調布市では，放置自転車等の課題を解決するため，平成 18 年 3 月に自転車の安全利用の

促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(*1)に基づき，調布市自転車等対策総

合計画（以下「総合計画」という。）を策定しました。 

総合計画においては，４つの重要課題を設定し，４つの基本方針を定めています。 

 

 

 

(*1)「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」 

（自転車等の駐車対策の総合的推進） 

第五条第一項 地方公共団体又は道路管理者は，通勤，通学，買物等のための自転車等の

利用の増大に伴い，自転車等の駐車需要の著しい地域又は自転車等の駐車需要の著しく

なることが予想される地域においては，一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置

に努めるものとする。 

（総合計画） 

第七条第一項 市町村は，第五条第一項に規定する地域において自転車等の駐車対策を総

合的かつ計画的に推進するため，自転車等駐車対策協議会の意見を聴いて，自転車等の

駐車対策に関する総合計画を定めることができる。 
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 【重要課題】 

  ① 自転車等駐車施設の確保 

自転車等駐車施設の不足が放置自転車等発生の大きな原因と考えられることから，自転

車等駐車施設の新設に取り組むことが必要です。 

また，既存の自転車等駐車施設は，民地などを借用した駐車施設や平面式のものが多く，

長期的な維持・確保という観点から不安定な状況と言えることから，既存の自転車等駐車

施設を恒久的に維持・確保していく対策に取り組むことが必要です。 

 

  ② 自転車等駐車施設設置に対する関係者の協力 

市内各駅周辺の自転車等駐車施設は，調布市が中心となって設置し，運営・管理してい

ますが，今後は，鉄道事業者や自転車等駐車需要を大量に発生させる大規模施設設置者等

が自転車等駐車施設設置への取り組みに対し，これまで以上に協力していくことが求めら

れます。 

また，市の財政事情が厳しさを増していく中，これからは民間駐車施設事業者による民

営自転車等駐車施設の設置拡大を推進していくことが必要です。 

 

  ③ 自転車等駐車施設の運営・管理の見直し 

自転車等駐車施設利用者が受益者として，必要な使用料を負担してサービスを享受する

ことが適当，公平であり，その事が民営の自転車等駐車施設事業が成立する事業環境の要

となる条件であることから，より一層自転車等駐車施設の有料化を促進していく必要があ

ります。 

また，公共交通などとの役割分担の適正化，自転車等駐車施設利用の適正化の観点から，

自転車の秩序ある適正な利用に向けた取り組みが必要です。 

 

  ④ 既存の自転車等対策の再点検 

調布市では，条例などに基づき，総合的な自転車等対策を実施していますが，まだまだ

改善すべき箇所があります。 

これまで実施してきた自転車等対策の制度・仕組み，諸活動などについて，改善・見直

しの余地がないか総合的な再点検を行い，より効率的で効果的な自転車等対策に再構築し

ていくことが必要です。 
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 【基本方針】 

  ① 恒久的な自転車等駐車施設の設置推進 

関係者と協働して，今後新たに設置が必要となる自転車等駐車施設，約 7,900 台収容の

恒久的な自転車等駐車施設の新設を推進していきます。 

加えて，既存の自転車等駐車施設を恒久的に維持・確保するための対策を推進していき

ます。 

 

  ② 関係者による自転車等駐車施設の設置推進 

大量の自転車等駐車需要に対しては，関係者が駐車施設を自ら設置したり，あるいは駐

車施設の設置への取り組みに対し，積極的な協力を行っていくことを原則とします。 

これらの駐車施設でカバーしきれない駐車需要などに対しては，民間駐車施設事業者に

よる民営の自転車等駐車施設で対応していく視点を導入していきます。調布市をはじめと

した行政は，自転車等駐車施設事業が成立する事業環境を整えるとともに，民間駐車施設

事業者などの自転車等駐車施設設置に対する支援などに取り組んでいきます。 

 

  ③ 自転車等駐車施設の運営・管理の適正化推進 

自転車等駐車施設利用については受益者負担の考え方を基本に，今後より一層自転車等

駐車施設の有料化を促進していきます。 

また，公共交通などとの適正な役割関係を実現するとともに，自転車等駐車施設の適正

な利用を推進していきます。 

 

  ④ 既存の自転車等対策の改善・再構築 

調布市がこれまで取り組んできた既存の自転車等対策に関する制度・仕組み，諸活動な

どについて，改善・見直しの余地がないか総合的に再点検を行い，より効率的で効果的な

自転車等対策に再構築していきます。 

 

 

 （２）自転車等対策実施計画の策定 

さらに，自転車等対策を推進するため，調布市自転車等対策実施計画（以下「実施計画」

という。）を策定し，総合的な対策を実施することにより，課題の解決を図っていきます。 

この計画は，平成 18 年３月に策定した総合計画において示された，総合的な自転車対策

等のあり方，実施すべき対策の基本的な方針に対して，各対策の具体化，実現化に向けて重

点的に取り組む対策を絞り込み，事業化を図るための計画を明らかにするものです。 
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３ 実施計画の位置付け等 

 

 （１）基本計画（後期）における位置付け 

自転車等対策については，平成 19 年度から平成 24 年度までの６か年を計画期間とする

基本計画（後期）において，施策 23「交通安全対策の推進」及び施策 34「公共交通の充実」

として位置付けられています。 

 

 

 

 

 

 

                              （平成 18 年 3 月策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （平成 20 年 3 月策定予定） 

 

 （２）計画期間 

実施計画の計画期間は，総合計画との整合を図り，平成 20 年度から平成 37 年度までの

１８年間とします。 

 （３）計画の対象区域 

実施計画の対象区域は市内全域とします。 

 （４）計画の対象者 

対象者は受益者とします。 

 （５）計画の基本的な考え方 

 【受益者負担の原則】 

税金を投入し，設置している市営自転車等駐車施設の利益を受けているのは利用者です。 

また，買い物や，通勤・通学目的で市営自転車等駐車施設を利用した場合，店舗や鉄道会

社・バス会社も利益を受けているといえます。 

このことから，自転車等駐車施設の設置，運営・管理等は，利益を受ける者全員が協働し

て対応することを基本的な考え方とします。 

市としても，自転車対策には積極的に取り組んでまいります。

調 布 市 基 本 構 想 （平成 12 年 6 月） 

調 布 市 基 本 計 画 

（後期：平成 19 年度～24 年度） 

【施策 23】 
交通安全対策 

 の推進 

【施策 34】 

公共交通の充実 

調 布 市 自 転 車 等 対 策 総 合 計 画 

（計画期間：平成 18 年度～37 年度） 

調 布 市 自 転 車 等 対 策 実 施 計 画 

（計画期間：平成 20 年度～37 年度） 

調 布 市 基 本 計 画 

（前期：平成 13 年度～18 年度） 
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 （６）４つの施策と課題解決に向けた26 の計画 

総合計画における４つの施策（基本方針）を踏まえて，課題解決に向けた 26 の計画から

構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画１ 長期賃貸借契約の締結

計画２ 定期借地権の活用

(1)鉄道事業者による自転車等駐車施設の設置推進
　への協力

２.関係者による自転車等駐車施設の設置
推進

計画６ 連続立体交差事業跡地への自転車等駐車施設の設置検討
(3)連続立体交差事業跡地への自転車等駐車施設
　の設置

計画５ 生産緑地の活用(2)オープンスペースへの自転車等駐車施設の設置

計画４ 既存施設の立体化

計画３ 土地の購入

(1)既存の自転車等駐車施設用地の長期的担保
　と有効活用

１.恒久的な駐車施設の設置

(2)民間事業者による自転車等駐車施設の設置推進

計画18 駅から半径約200m以内の路地を放置禁止区域に指定

４.既存対策の改善・再構築

３.施設の運営管理の適正化

計画12 商店街による調布市自転車等駐車施設(有料)の借用協議

(3)商店街買い物客に対応した駐車場所確保のための
　対応

(5)レンタサイクルの活用等

(4)利用・駐車マナー啓発

(3)撤去・保管・返還に係る費用負担の見直し

(2)撤去活動の強化と合わせた自転車等駐車施設利用
　に関する情報提供

(1)放置禁止区域の拡大

【４つの施策】 【２６の計画】

計画８ 補助制度の拡大

計画７ 鉄道事業者との自転車等駐車施設設置の協議

計画17 満空情報システムの導入検討

計画16 無人式24時間管理システムの導入検討

計画15 利用者のニーズに応える幅広い料金制度の導入

計画14 市内全施設の有料化

計画13 道路上等への有料自転車等駐車施設設置の検討

計画11 附置義務対象施設の拡大

計画10 施設所有者の附置義務強化

計画９ 補助対象施設の制限緩和

計画25 台数の拡大

計画24 自転車の利用に関するパンフレットの作成・配布

計画23 返還日/時間帯の見直し

計画22 保管料金の見直し

計画21 施設利用に関する情報提供

計画20 集中的撤去へ向けた保管場所の確保

計画19 撤去活動の曜日、時間帯及び実施エリアの拡大

計画26 高等学校の学生及び転入者を対象とした利用促進等
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 （７）計画の事業化スケジュール 

26 の計画は，早期に着手しなければならない課題を解決するための計画期間である短期

計画（平成 20 年度～25 年度），中期的な課題解決のための計画期間である中期計画（平成

20 年度～30 年度），そして長期的な課題解決のための計画期間である長期計画（平成 20

年度～37 年度）として，それぞれ位置付けます。 

   ① 短期計画（平成 20 年度～25 年度まで） 

② 中期計画（平成 20 年度～30 年度まで） 

③ 長期計画（平成 20 年度～37 年度まで） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期計画 
（平成 20 年度～37 年度） 

中期計画 
（平成 20 年度～30 年度） 

 

短期計画 
（平成 20 年度～25 年度） 

  

総
合
計
画
策
定 

 
 
 

  

４つの施策 ２６の計画

計画１ 長期賃貸借契約の締結

計画２ 定期借地権の活用

計画３ 土地の購入

計画４ 既存施設の立体化

（２）
オープンスペースへの
自転車等駐車施設の設置

計画５ 生産緑地の活用

（３）
連続立体交差事業跡地への
自転車等駐車施設の設置

計画６ 連続立体交差事業跡地への
　　　 自転車等駐車施設の設置検討

（１）
鉄道事業者による自転車等
駐車施設の設置推進への協
力

計画７ 鉄道事業者との
　　　 自転車等駐車施設設置の協議

計画８ 補助制度の拡大

計画９ 補助対象施設の制限緩和

計画10 施設所有者の附置義務強化

計画11 附置義務対象施設の拡大

計画12 商店街による調布市
　　　 自転車等駐車施設（有料）
　　　 の借用協議

計画13 道路上等への有料
       自転車等駐車施設設置
　　　 の検討

計画14 市内全施設の有料化

計画15 利用者のニーズに応える
　　　 幅広い料金制度の導入

計画16 無人式24時間管理システム
　　　 の導入検討

計画17 満空情報システム
       の導入検討

（１）
放置禁止区域の拡大

計画18 駅から半径約200m以内の
　　　 路地を放置禁止区域に指定

計画19 撤去活動の曜日、時間帯
　　　 及び実施エリアの拡大

計画20 集中的撤去へ向けた
　　　 保管場所の確保

計画21 施設利用に関する情報提供

計画22 保管料金の見直し

計画23 返還日/時間帯の見直し

（４）
利用・駐車マナー啓発

計画24 自転車の利用に関する
　　　 パンフレットの作成・配布

計画25 台数の拡大

計画26 高等学校の学生及び転入者
　　　 を対象とした利用促進等

（５）
レンタサイクルの活用等

４．
既存対策の改善・再構築

（１）
既存の自転車等駐車施設用
地の長期的担保と有効活用

１．
恒久的な駐車施設の設置

（２）
民間事業者による自転車等
駐車施設の設置推進

（２）
撤去活動の強化と合わせた
自転車等駐車施設利用に関
する情報提供

（３）
撤去・保管・返還に係る費
用負担の見直し

２．
関係者による自転車等駐
車施設の設置推進

（３）
商店街買い物客に対応した
駐車場所確保のための対応

３．
施設の運営管理の適正化

長期計画
（平成20～37年度）

中期計画
（平成20～30年度）

短期計画
（平成20～25年度）
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 （８）早急な対応を要する課題に対しての一体的な取組み 

 【一体的な取組み】 

短期計画の中で，周知期間や関連する条例改正等に要する期間を設け，平成 21 年度から

早急に対応を要する違法駐車対策関連の緊急的な５つの課題があります。 

 

  ① 自転車等駐車施設の整備による駐車環境の向上〈計画６・７・８・９・10・11・12〉 

自転車等駐車施設の整備及び駐車スペースの確保を行い，自転車等駐車施設の駐車環境

の向上に取り組みます。 

  ② 有料化による適正な利用〈計画 14・15〉 

自転車等駐車施設の有料化を図り，適正な自転車等駐車施設の利用に取り組みます。 

このことにより，自転車等の利用抑制及び運営環境の改善も含めた違法駐車対策費用の

軽減を図ります。 

  ③ 違法駐車対策の強化〈計画 18・19・21・22・23〉 

違法駐車対策の強化に取り組むことにより，放置自転車を一掃し，交通環境の改善を図

ります。 

  ④ 保管場所の確保〈計画 20〉 

撤去した自転車等の保管場所確保に取り組み，違法駐車対策の改善を図ります。 

  ⑤ マナーアップキャンペーン〈計画 24〉 

マナーアップキャンペーンに取り組み，違法駐車撲滅に向け，自転車利用者の意識改善

を図ります。また，駐車施設等のＰＲを行い，①整備された自転車等駐車施設 に自転車等

利用者が駐車するようになります。 

 

なお，上記に示した課題は全て密接な関係にあり，同時に対策を講じることにより最大

の効果を得ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④保管場所の確保
・新たな保管場所の設置

②有料化による適正な利用
・自転車利用の抑制
・マナーの向上
・自転車等対策費用の軽減
・受益者負担

③違法駐車対策の強化
・放置禁止区域の拡大
・撤去回数の増加

緊急的な課題の対応

①自転車等駐車施設の整備
　　　　　　　による駐車環境の向上
　・違法駐車の抑制
　・不法投棄の抑制
　・防犯性，快適性の向上
　・周辺環境の向上
　・利用環境の向上

利用者意識の改善
運営環境の改善

交通環境の改善

違法駐車対策の改善

駐車環境の改善

⑤マナーアップキャンペーン
・受益者に対する協力依頼

④保管場所の確保
・新たな保管場所の設置
④保管場所の確保
・新たな保管場所の設置

②有料化による適正な利用
・自転車利用の抑制
・マナーの向上
・自転車等対策費用の軽減
・受益者負担

②有料化による適正な利用
・自転車利用の抑制
・マナーの向上
・自転車等対策費用の軽減
・受益者負担

③違法駐車対策の強化
・放置禁止区域の拡大
・撤去回数の増加

③違法駐車対策の強化
・放置禁止区域の拡大
・撤去回数の増加

緊急的な課題の対応

①自転車等駐車施設の整備
　　　　　　　による駐車環境の向上
　・違法駐車の抑制
　・不法投棄の抑制
　・防犯性，快適性の向上
　・周辺環境の向上
　・利用環境の向上

①自転車等駐車施設の整備
　　　　　　　による駐車環境の向上
　・違法駐車の抑制
　・不法投棄の抑制
　・防犯性，快適性の向上
　・周辺環境の向上
　・利用環境の向上

利用者意識の改善
運営環境の改善

交通環境の改善

違法駐車対策の改善

駐車環境の改善

⑤マナーアップキャンペーン
・受益者に対する協力依頼
⑤マナーアップキャンペーン
・受益者に対する協力依頼


